
はじめに―労働組合運動の「原点」と

「社会のバリケード」論

２００９年夏の総選挙で、勤労諸国民の新自

由主義的構造改革に対する不満、批判の高まり

を背景に「政権交代」が実現し、１年半余が経

過した。

民主党中心の連立政権に対する期待も菅政権

の政策が当初の「国民生活第一」から逸脱する

につれて、失望、批判が急速に高まり、こうし

たなかで、労働組合運動、とくに最大のナショ

ナルセンターとして民主党の支持団体である連

合運動に対しても、「ヨーロッパ諸国では、政

府や財界の国民に犠牲を強いる政策には幾つも
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＜要旨＞

わが国の最大の全国的な労働組合組織である連合は、世界各国の労働組合運動の活発な状況が伝え

られる昨今、各方面から連合運動に対して多くの疑問、批判が高まり、トップリーダーはそれらを意識して

「社会のバリケード」をめざして奮闘するとの言動を繰り返している。現状では、連合運動単独の力量のみ

で、それは到底実現出来るものではない。従来からの「唯我独尊」の基本姿勢を転換し、他の労働組合組

織と共通、一致する課題で、協力、共同の運動を進め、また発言力の強い産業別労働組合とその傘下大

企業労働組合が「企業・産業利益優先主義的」運動から「組合民主主義」に基づく組織と運動へ改革し、

労働基本権を積極的に行使して企業、財界、政府に対抗する労使関係を確立していくならば、連合は「社

会のバリケード」を構築し、その主要な担い手となるであろう



の組織が共同してデモ、ストライキをやってい

るのに、日本ではほとんどない」、「連合は、

余りにも企業と親しすぎるのではないか」、

「あまりにも日本の労働組合の弱さは際立って

いる、組合幹部が政府や財界に抱き込まれてい

るからではないのか」などなどであり、連合運

動内の関係者や周辺の支援者からも「もう一度、

団結、連帯の立て直しを」といった厳しい批判、

注文が出されている。

２０１１年３月１１日に東日本大震災、大津

波、原発事故と放射能汚染の拡散のなかで、被

災地の壊滅的惨状、膨大な人的、物的被害、経

済的危機と国民生活の困難、悪化という未曽有

の事態が発生し、これに対しては全国各地から

広範な救援・支援、復旧・復興運動が展開され

て、そのなかで、つぎつぎに大小さまざまな問

題点や矛盾が噴出している現状である。

この過程で長年の「原発安全神話」が崩壊し

た現状を日本の進路の「分岐点」と捉え、脱原

発のエネルギー政策を含めて今後の政治、経済、

社会の進路を大きく転換、再構築していく必要

があるのではないかという、問題提起が社会的

な運動団体、グループ、個人からなされて、新

しい機運として高まりつつある。

連合運動は、民主党政権が菅内閣になって

「国民生活第一」のマニュフェストから逸脱し、

新自由主義路線への回帰を示す消費税増税、法

人税の引き下げ、「社会保障と財政、税の一体

化」構想、原発の新増設、ＴＰＰ参加を打ち出

すや、それらを容認、支持する方向を明確させ

つつあったが、それに対して連合運動の内外で

危惧と不満が広がっていたのである。

そこに突如として多くの国民の健康と生命を

危機に陥れる原発事故を伴う未曽有の緊急事態

が発生し、原発増設容認へ舵を切っていた連合

運動への厳しい批判が一段と強まり、容認方針

の凍結、撤回が避けられないだけでなく、連合

運動の政策全般や運動の在り方や議論の仕方、

連合運動内で影響力を持つ民間大単産の組織、

政策、運動までが厳しく問われる情勢となって

いる。

２００３年の連合大会で新会長に選出された

笹森 清氏は、それまでの連合改革に取り組ん

だ体験から「労働組合の本来の役割に徹し、労

働運動の原点に戻ろうという決意をした」と就

任挨拶で述べたが、「原点に戻る」という言葉

の意味は、１つが理論的な原点、そもそものお

おもとである出発点に戻って考えてみることで

あり、もう１つの意味は、物事が誕生した当初

の時点に立ち返って見直そうという歴史的な原

点に戻るという意味があり、理論的なルーツと

歴史的なルーツを結び付けて考えることが求め

られるのである。

労働組合運動の「原点」を理論的、歴史的に

捉えるとすると、労働組合の大衆性―要求にも

とづく幅広い正規、非正規労働者の団結、労働

組合の自主性―資本、政府、政党、宗教組織か

らの独立、労働組合の民主性―組織と運動にお

ける組合民主主義の堅持と運動、すなわち要求

実現のための資本、政府との闘争、異なる労働

組合組織間の統一行動の組織化、勤労国民諸階

層の社会的運動団体との連帯と協力共同の推進

ということになるであろう。

２０１０年の連合大会で新会長に選出された

古賀伸明会長は、労働組合を「社会のインフラ」

として捉え、連合運動を「社会のバリケード」

にするべく奮闘すると強調しているが、それは

現状の連合運動の組織、政策、運動のままでは

絶対に出来ない課題、目標であり、それには労

働組合運動の「原点に帰る」ことによって現状

を大きくチェンジさせていくことが不可欠なの

である。

Ⅰ 東日本大震災、大津波、原発事故発

生の未曾有の事態と連合運動

１ 大震災への労働組合運動の取り組み

新政権下２年目（連合の２０１０年春闘は、

賃上げ要求見送り）の春闘は労使交渉の回答段

階に入っていた３月１１日、東日本大震災、大

津波の襲来、福島原発事故という未曾有の緊急

事態の発生で、状況は激変し後退を余儀なくさ

れた。

死者・行方不明者２万数千人を出し、住宅、

工場、農地、漁場、港湾の流失、破壊により広

大な地域が壊滅的状況となり、同時発生した放

連合運動は「社会のバリケード」になれるか
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射能漏洩と汚染の拡大が続くなかで、多くの住

民の他地域への長期避難、農水産物の出荷制限、

後を絶たたない風評被害が生じ、それらのもと

で人々は、そして医療、福祉、教育、雇用など

あらゆる場面で極めて厳しい生活を余儀なくさ

れている。

原発事故収拾の見通しも明確になっていない

現状は、阪神・淡路大震災を遥かに超えたあら

ゆる産業、地域、生活領域に広く、深く及ぶ戦

後かってない国家的危機というべき深刻な事態

に発展している。

周知の通り、この未曾有の事態に対して、全

国民的な救援・支援、復旧・復興運動が直ちに

開始され、阪神・淡路大震災の経験、教訓を生

かした多くのボランティア活動、救援カンパ、

救援物資投入の運動、被災者、家族らの自主的

に団結した生活の防衛・再建運動が、また東京

電力に対する損害賠償請求運動その他さまざま

な取り組みも展開されている。

こうしたなかで、国会、政府、自治体も政治、

行政の責任として現行法令等の弾力的運用等で

対処し、被災者の当面の緊急生活支援を推進し、

政府レベルでの総合的な施策作成の「東日本大

震災復興構想会議」の設置と活動、大震災対策

の第１次補正の成立から復興基本法の制定、第

２次補正予算の作成へという展開が、「捻じれ

国会」と政局絡みのなかで進行中である。

労働組合運動では、この緊急事態に対して、

すべての組織が一斉に動き出し、連合、全労連、

全労協などの中央組織は、東日本大震災の対策

本部を設置して声明を発表、救援・支援、復旧・

復興運動に取り組む決意、を内外に表明し、そ

れぞれの当該地方、地域組織と一体となってかっ

てない被災地の救援と働く者、その家族の雇用、

生活、権利を守る運動、被災中小企業の事業所

の再建援助の運動を展開して、中央政府や関係

自治体を動かし、一定を収めている。

また、｢脱原発｣、｢反原発｣の機運の盛り上が

りを背景に、労働組合運動の全国組織の取り組

みの注目すべき大きな前進は、５月から６月に

かけて一貫して脱原発を掲げてきた全労協が、

闘争強化のために｢反原発特別委員会｣を設置し、

全労連が結成以来はじめて脱原発をめざす「原

発依存ではく自然エネルギーへ転換を」という

政策提言を発表、連合が２０１０年８月に民主

党政権に追随した原発容認推進政策を「凍結、

総点検、見直し」という方向を決定したことで

あった。

しかし、今回の大震災が未曾有の危機的事態

に対して、労働組合運動のこうした取り組みが

行われているなかでも、相互協力を必要とする

共通した課題山積であるにも関わらず、連合か

らも全労連、全労協からも、その他の労働組合

運動組織からも、三ヶ月を経過した段階で未だ

政府、自治体、財界、電力企業、政党などに対

してその実現を迫っていく共同行動の呼びかけ

が行われていないのである。ユニオンリーダー

には、いずれからの呼びかけに対しても今日の

諸困難解決に無条件に対応し、全力をあげるべ

きであろう。

２ 福島第一原発事故と連合運動―原発容認

政策を「凍結」

連合は、３月１１日の事態発生に対して１４

日の会長声明を出したが、東京電力福島原子力

発電所の事故であることが明白であったにも拘

らず、「一部の原子力発電所の事故も国民に不

安を生じさせている」などと特定企業名を避け

たことで、東京電力の労使に対する連合の政治

的配慮をみせたものとして注目された。古賀会

長が、当初、マスコミの東電と政府批判の報道

姿勢にクレームをつけていたことも連合の姿勢

に疑念を抱かせるものであった。

その直後に行った政府への申し入れ文書では、

さすがに「東京電力福島原子力発電所」と明記

されたが、事故への危機感は薄く、求めた対策

は「国民への情報開示」だけであった。４月６

日になって具体的な追加対策を求めているが、

そこでも政府と東京電力の事故発生の責任を厳

しく指摘する姿勢は見せていない。これらには、

連合が広く国民には知られていなかったが、原

発容認路線を選択していた事情が存在していた

からではないか。

当該の東京電力労組の当然考えられる事故発

生についての声明、社会的な謝罪、その後の取

り組みなどは、今日に至るもＨＰ、その他の方

法でも直接知ること出来ず「東電労組の姿はま

るで見えないまま」である。事故後の東電社員

２名の所内での死亡、協力会社（下請け）作業

員３名の被爆事故、危険、劣悪な環境下の作業

連合運動は「社会のバリケード」になれるか

金融・労働研究ネットワーク http://www.leaf-line.jp/~iflj/

3



状況、周辺住民の他地域への避難問題などにつ

いても、一般紙が伝えているだけであるが、社

会的に不安が広がるなかで、労働組合としてど

のような責任ある対処、行動をしているのか具

体的に広く報告していく義務があり、連合、電

力総連もその責任を負うべきであろう。

東電労組の上部部組織、電力総連が東日本大

地震を踏まえた「原子力発電所の安全確保に向

けた電力総連の当面の対応について」を発表し

たのは、事故発生から２０日もたった３月３１

日であった。事故を重く受け止めるとしている

ものの、労働組合として原子力発電政策を積極

的に推進したことへの言及と謝罪の言葉は書き

込まれていないものであった。

連合は、その後、「原発安全神話」が急速に

崩壊し、東京電力と政府の原発事故の情報公開

のコントロール、収拾策の不透明、不十分さに

国民的批判が高まり、反・脱原発機運とその運

動が国内外において急速に広がっていくなかで、

その世論が大きく影響して、連合指導部内でも

「原発推進の前提条件が崩れた」「もう原発は

ダメだ」との意見が強まっていたとのことであ

る（｢連合通信｣２０１１年５月３１日号）。

連合は、そこで４月２５～２６日の２日間、

政策、制度の要求と提言を纏める上で必要な

「制度政策討論集会」を開催して、すでに決定

していた原発容認論の資源・エネルギー政策と

その「凍結」を打ち出した修正案を提起して構

成組織参加者の自由な討論を求めた。そこでは、

原発政策問題だけでなく、社会保障、財政、消

費税の三位一体改革、ＴＰＰへの参加問題も重

要な政策課題とされていた。原発政策では、基

幹労連など一部から凍結・見直しに慎重論も出

されたが、「原発推進見直し論相次ぐ」という

状況であった。

連合は、２０１１年５月２６日の中央執行委

員会で、政策制度討論集会の議論経過と状況を

踏まえて、３月１１日に纏めた２０１２～２０

１３年度の『政策・制度 要求と提言』（案）

の原発推進の「資源・エネルギー政策」を「よ

り高度な安全確保体制の確立、地域住民の理解・

合意という前提条件が確保され難い状況に鑑み、

凍結する」と明記し、原発政策の総点検・見直

しに着手する方針を打ち出して、新増設推進の

姿勢を改め、当面は政府のエネルギー政策見直

しの行方を見守る姿勢に転ずることを確認した

同じ日に、連合内で慎重論から容認論に転換

して揺れた自治労の徳永委員長は、同労組中央

委員会で挨拶し、東京電力福島第一原発の事故

で住民生活が破壊され、地元自治体が機能不全

に陥っている現状に触れて、「今後これまでの

ような原発推進の議論が行われることのないよ

う、『脱原発』の議論が行われるよう、自治労

として強いメッセージを発信していきたい」と

の決意を表明していた。

連合は、そして２０１１年６月２日の第６０

回中央委員会において、「資源・エネルギー政

策（災害復興・再生）」の当面の取り扱いとし

て、「連合は、このたびの原子力発電所事故を

受け、より高度な安全確保体制の確立、地域住

民の理解、合意という前提条件が確保され難い

状況に鑑み、凍結する」との提案を、ＪＲ総連

の「脱原発」論の意見だけで決定した。

昨年８月以降、原発容認・推進論を選択した

連合が、当然とはいえそれを「凍結」させたこ

と自体は一定の重要な意義をもつものであるが、

福島原発事故を契機に国内外でこれまでになく

「脱原発」｢反原発｣の議論、運動が進んでいる

なかで、最早、財界、企業、電力総連などと同

様の原発推進政策を打ち出すことは極めて困難

となろう。「社会の防波堤」たらんと公言する

連合としては、その議論や運動の状況を正確に

捉え、この危機的転換の時代に一日も早く「安

心、安全」の持続的な社会に決定的な意義をも

つ脱原発、反原発の資源・エネルギー政策の徹

底した民主的な議論と運動の一翼を担うべきだ

ろう。

Ⅱ 連合は、新しい社会への転換をめざ

し、他組織と基本的に一致する課題の共

同行動と、民間大企業労働組合の組織、

運営の民主的改革を

それでは、今日、連合運動が「社会の防波堤」

として社会の求めに応えるためにはどのような

自己改革が必要なのか、この１０年余の連合運

動の中心的な流れから、私は、この間の連合運

動が日本の労働法制の新自由主義的な規制緩和

に対して全労連、全労協、主要中立組織などと
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改悪反対の一致点で事実上の共同行動で対抗し、

財界、政府の狙いを阻止してきた経験と到達点

を確認し、連合中心主義的な基本姿勢を転換さ

せ、共通課題での持続的な協力、共同関係の形

成に踏み出すことを求めるものである。

結論的には、これまでも繰り返し提起してき

たことであるが、最も大事なことは、労働組合

運動の原点から考えて、第１に連合がもう一つ

のナショナルセンターである全労連や全労協、

中立組織の存在と持てる力量、影響力を無視す

ることなく、現段階で一致できる課題での共同

行動を提起し、実現に取り組むこと、第２に傘

下構成組織、民間大単産のとくに民間大企業労

働組合の労資協調主義を克服し、組織と運営を

民主的に改革し、組合民主義に基づいて活動を

活性化させていくという２つ課題にこたえるこ

とである。

１ 連合結成１０年、鷲尾・笹森体制の大衆的

運動と運動改革

（1） １９９７～１９９８年の労働基準法改正反対

闘争における「共同行動」の対応

私は、１９９７年～９９年の連合が広く呼び

かけた労働基準法改正反対闘争の「労働法改正

の要求実現をめざす『連合の取り組みを応援す

る会』」に参加し、終了後にその体験から以下

のような感想を連合事務局に提出したことがあ

る。連合が運動を発展させるために、この種の

場を設けたことは、連合運動史でも画期的なこ

とであったと思っている。

「連合『応援団』に参加した立場から今回の

運動の経過と全体の状況を振り返ってみる時、

全労働団体が反対を表明し、多様な大衆行動を

展開した点で１９５２年以来の大きな盛り上が

りをみせた画期的な取り組みであったと思う。

ただ、私としては昨年の参議院選挙の結果生み

出された新しい政治情勢の有利な側面を労働組

合運動の大衆行動と結びつけて発展させていく

ことには消極的であったのではないかと思って

いる。約５０年の労働組合運動とともに戦後史

を生きてきた者として、激動が予想される２１

世紀において労働組合運動が労働者と勤労国民

の民主的諸権利を守り、社会的責任と進歩をか

ちとる役割と責任を果たすためには各労働団体

間の共通する一致する要求と課題上の協力、共

同が不可欠ではないか、これを軽視したり無視

するとすれば労働組合運動の発展的な展望はな

いのではないかという思いを強くしている。わ

が国最大のナショナルセンターである連合にこ

の面での努力を切に期待するものである。連合

『応援団』に参加し、またこの関係から雑誌

『連合』を購読し、それによって各分野の活動

を知って連合運動の姿をより幅広く認識出来き

たことは研究者の一人として大変有益であった」。

なお、この闘いの経過と意義については、

「１９９７年～９８年の労働基準法改定問題を

めぐる労働組合運動の対抗力」（２０１０年３

月、高知短期大学『社会科学論集』第９７号）

に簡単に纏めておいたが、闘争を契機に、その

後、中央、地方、地域で連合系、全労連系、全

労協系、その他中立という枠を超えたさまざま

な課題別の運動が生まれ、「事実上の共同歩調」、

「同時多発的行動」といわれた幅広い連帯、共

同の取り組みが行われた。連合運動の幹部（事

務局長、会長）を務めた笹森 清氏は、２００

９年７月に「連合運動２０年」という講演で、

その時代の労働組合運動について「共感を得ら

れる労働運動」として関わってきたと振り返っ

ている。

全労連は、１９９５年７月の第１３回大会で

「総対話と共同」を他の労働組合運動に対して

提唱していたが、その前後に連合と全労連の会

長、事務局長レベルでのＩＬＯ総会労働者代表

問題、中央労働委員会委員問題、減税、医療問

題などで、公式、非公式の協議の機会を持った

ことが、大原社研の『日本労働年鑑』に記録さ

れているし、労働基準法改正反対闘争後の１９

９９年３月には、周辺事態法に反対する連合、

全労連、全労協、中立傘下の「陸・海・空・港

湾労組２０団体」（２０団体）を結成し、５月

に「ストップ！戦争法５・２１全国大集会」を

東京明治公園に５万人を結集して開催、共同アッ

ピールを採択して全国的に注目された運動を展

開した。

前後するが、１９９７～９８年の連合は、鷲

尾悦也会長、笹森 清事務局長時代であったが、

笹森氏は、事務局長として、鷲尾会長とともに

労働基準法改正反対闘争の指導にあたり、「連

合の姿が見えない」「労働運動の求心力が失わ

連合運動は「社会のバリケード」になれるか

金融・労働研究ネットワーク http://www.leaf-line.jp/~iflj/

5



れている」といった内外の意見に応えていくた

めに、内部に「フレッシュアップ委員会」を設

けて、組織、機構、人材の総点検を行い、さら

にその後、外部の学者、ジャーナリストと地方

連合の代表を加えて「連合２１世紀への挑戦委

員会」を立ち上げ、議論を重ねて「連合２１世

紀ビジョン」をまとめ、目指す社会像を「労働

を中心とする福祉型社会」と設定した。

連合は、１９９９年１０月の結成１０周年の

第６回大会で「労働を中心とする福祉型社会」

をめざすとする２１世紀への運動方針を策定し

たが、それは雇用の安定とワークルールの確立

として「労働条件の社会横断的形成」「正規労

働者とパート、派遣労働者などの均等待遇」

「整理解雇四要件の法制化」など重要かつ積極

的な目標を掲げたものであった。

しかし、それらを実現させる運動、方法はこ

の文書では示されなかったからか、連合運動を

理解し、支持する学者、研究者などからは、連

合の機関誌などで「現実を見すえて、理念の相

違を前提に具体的課題毎の多数派形成をめざす

課題連合を」とか、「共産党とその組合を相手

として認め、政策協定を結ぶべき」とか、「一

致できるテーマで異なるグループと政治的な共

闘の構築を」とった意見が提起された。発言者

は東大大学院高橋徹教授、早大篠田徹助教授、

神奈川大ゲプハルトフィルシャー教授などであっ

た。

(2) 連合笹森会長就任記者会見で「雇用のた

め限定共闘」提唱

そうした経過のなかで、２００１年の連合第

７回大会では、労働組合間の協力、共同問題で

は、一歩を踏み出した動きがあった。それは、

この大会で新会長に選出された前笹森事務局長

が、就任最初の記者会見で全労連を含むすべて

の組織に対し「雇用問題の解決は全労働者の問

題だ」と強調し、「雇用のための限定共闘、時

限共闘」を呼び掛けたことである。笹森氏は、

提案した運動方針案の説明で「すべての労働者

を代表し、社会的な労働運動をすすめる」とい

う部分について、いろいろの方と話し合うなか

で、こうした考え方を持つに至ったとして「…

連合は、今、垣根を取り払い、そしてそういう

呼びかけを行う立場に立っていいのではないか。

これだけ深刻化した雇用問題を本当に全労働者

が自分たちのものとして、失業者した人たちの

カバーを含めて立ち上がるためには、１団体だ

けが、自分たちがやってやりゃあいいんだとい

う話ではないわけです。…」という基本的考え

方を示した。大会はこの考え方を含めて運動方

針を満場一致で採択しており、従ってこの点で

は連合結成以来の路線を現状認識から発展させ

た大きな前進を示す極めて積極的な意義をもつ

ものであった。

ところが、１週間後の10月１２日に新任の草

野事務局長名の文書で、会長発言は「雇用問題

での労働組合間の時限的共闘もありうるとした

もの」とトーンダウンさせ、笹森新会長の共同

への積極的発言を訂正し、事実上否定した。

全労連は、それでも１０月１５日の常任幹事

会で「連合の『雇用問題での共闘』呼びかけに

ついて」という文書を確認し、「連合の呼びか

けを積極的に受け止め、一致する要求への共同

に誠実に対応する」と歓迎する姿勢を示したの

であった。

連合からその後「時限的共闘」の提唱がなさ

れることはなかったが、全労連は、２００２年

７月の第２０回大会で、改めて「あらゆる社会

勢力との対話」を強調して有事法制関連反対で

共同行動の発展に努めている。

（3) 注目を集めた連合評価委員会の最終報

告書

連合会長に就任した笹森氏は、「労働を中心

とする福祉型社会」の実現に書き込めなかった

連合運動は何をなすべきかを打ち出すために、

日本中を聞いて回る「アクションルート４７」

を実践し、そのなかで連合運動を社会に役立つ

労働運動へ転換させよう、ナショナルセンター

の役割は社会的労働運動を担うこと、建前を捨

て本音で運動しようということだと確信し、外

部の識者による「連合評価委員会」を立ち上げ

ている。

この取り組みに連合内部では民間大単産から

「外部から評価される必要はない」などの反対、

異論が出たが、それらを抑えて外部の学者、法

律家、ジャーナリスト、文化人など著名な７名

を指名した。委員は、座長・中坊公平（弁護士）、

神野直彦（東大教授）、寺島実郎（日本総研理
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事長）、早房長治（地球市民ジャーナリスト工

房代表）、イーディスハンソン（アムネスティー

インターナショナル日本特別顧問）、吉永みち

子（著述業）であった。

連合評価委員会は、 ２００３年１月に活動を

開始し、組織内部、周辺、地方からの聞き取り

や集会を開催し、それらをもとに議論を重ね、

５月に中間報告を公表、さらにそれにたいする

さまざま意見、注文、批判を検討し、９月１２

日に最終報告書を公表した。笹森氏は、これを

けっして「神棚に上げる」ことはせず、今後の

運動に生かすことを委員たちに約束した。

連合は、連合評価委員会の活動が進められて

いる４月から５月を中心にして、１９９７～１

９９８年の時と同様に全労連、全労協、中立な

どの労働組合とともに、「解雇自由」の原則の

条文化反対を中心とする労働基準法改正反対闘

争を事実上共同して取り組み、「解雇自由」の

規定を盛り込んだ改悪案を撤回させ、「解雇権

濫用法理」の基本を条文化させた。全労働団体

の一致した運動の成果であった。ささやかな取

り組みの１つではあったが、連合選出の労働政

策審議会の労働者側委員の全国一般の田島恵一

書記長が全労連の集会に参加し、労政審の状況

報告を行い、またたしか高木剛副会長も別の集

会で連合の対応を報告し、挨拶をするという連

帯行動がとられたことが私の記憶にある。

評価委員会の提言内容は、連合運動に対する

極めて厳しい指摘、提言で「このままでは労働

運動の社会的意義はますます希薄化する」「労

働運動の理念・理想の再構築を」「働く者の意

識改革を」「企業別組合主義から脱却し、すべ

ての者が結集できる新組織戦略を」「職場から、

地域から、空洞化する足元から再出発を」「新

しい協力と連帯の中心に連合が立つ」といった

連合に従来の運動からの脱皮を強く求めたもの

であった。

私は、最終報告の基本的内容の積極性を評価

するものであるが、日本の労働組合運動は連合

だけではなく、全労連、全労協、純中立の組織

があるという状況を視野に入れて運動の在り方

を提言するとすれば、労働組合間の協力、共同

の必要という国際的な労働組合運動の極めて重

要な教訓をめぐる問題点についても検討、論議

をして何らかの提言をすべきであったのではな

いか。もう１つ重要な問題点は、連合の主要な

構成組織である、特に民間大企業を中心とした

単産の組織、運営の民主的改革、政策と運動の

労資協調主義路線などについても調査対象にし、

ナショナルセンターの連合運動との関係で問題

点をチェックし、そこに対しても改善提言をす

べきであったという意見をもっている。連合の

「企業別組合主義からの脱却」は、この後者の

課題と不可分だからである。これがなかったこ

とは誠に残念であった。

第８回定期大会に提案された運動方針案には

最終報告書の提起が部分的に盛り込まれていた

ものの、私は終日大会を傍聴し、議論を期待し

たが、敢えて批判派が避けたのか、論議の低調

さには驚きを禁じえなかった。

大会での役員選挙では、笹森現会長に対抗し

て民間大単産・ＵＩゼンセン同盟の高木 剛会

長が立候補し、明らかに連合評価委員会の提言

を矮小化し、「企業別組合主義」に立った「企

業別組合の長所を伸ばし、弱点を補強する」路

線を強調して選挙となったが、笹森会長が大差

で再選された。高木氏の立候補は、「企業別組

合主義」克服の社会的労働運動推進路線への民

間大企業単産グループの批判、抵抗だったので

はないかと思っている。

２ 高木・古賀体制と「非正規労働者センター」

の設置、労働者派遣法抜本改定闘争と消極論

の台頭

２００５年の「組合が変わる、社会が変わる

―つくろう格差のない社会、職場・地域から―」

のスローガンを掲げた第９回大会で、慣例の２

期４年で笹森会長と草野事務局長はともに退陣

した。

会長選挙が行われ、役員選考委員会推薦の高

木 剛副会長と笹森氏の「社会的労働運動」路

線で連合改革推進を訴える全国ユニオン鴨 桃

代会長との間で当落が争われ、高木 剛氏が当

選、会長に就任した。鴨氏は、１０７票を獲得

して、その健闘ぶりが注目を集めた。事務局長

には、電機連合委員長古賀伸明氏が就任し、高

木・古賀体制となった。

２００６～０７年にかけて、派遣労働者の偽

装請負化と劣悪な労働条件への社会的関心と批

連合運動は「社会のバリケード」になれるか
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判、未組織労働者の組織化運動の進展という情

勢のなかで、安倍内閣の雇用労働法制の一定の

手直しと規制緩和の拡大を抱き合わせた“労働

ビッグ・バン”攻勢が出現し、それに対して連

合、全労連、全労協、傘下単産の多様な連携、

共同関係による「労働時間の規制撤廃と“労働

ビッグバン”を許さない」闘いが展開され、ホ

ワイトカラーエグゼンプションの導入阻止、最

低賃金法改正をかちとり、新たに一定の意義を

もつ労働契約法が制定された。

２００７年１０月の連合第１０回定期大会は

大会スローガンに「すべての働く者の連帯で、

ともに暮らし働く社会をつくろう」を掲げ、そ

の方針実践として、大会直後に「非正規労働者

センター」を設置した。これは連合評価委員会

の提言の１つの実践として積極的意義をもつも

のであった。

その後、新自由主義路線の下での貧困と格差

の拡大、派遣労働者の非人間的な労働に対する

国民的な関心の高まりを背景に、支援の労働組

合と市民運動団体で初の「反貧困ネットワーク」

が結成され、社会的労働運動が各地でさらに推

進されていった。

こうして全般的に運動が高揚しつつあった段

階で、連合の高木会長が２００８年1月１１日の

『週刊金曜日』で、評論家佐高信氏のインタビュー

を受け、全労連が共闘を申し入れてきた場合は

どうするかという質問に答えて「原則はお断り、

共闘を組むことは難しい」と述べ、その理由を

示さなかったことから反響を呼び、「すべての

労働者の連帯」「すべての労働者のために」と

いう路線やスローガンに矛盾する言動との批判、

連合の非正規労働者重視の運動姿勢は本気なの

かという不信感を生み出している。

しかし、連合傘下の全国ユニオンや全労連傘

下の関係組織も幅広く参加する反貧困・生活底

上げ運動が急速に進展し、高木会長が個人の立

場で３月～４月の反貧困フェスタ、「非正規労

働者メーデー」などに参加、協力の姿勢を見せ

るという情勢となり、夏には笹森氏が連合会長

退任後に就任した中央労福協、労働金庫、労働

共済、連合の四団体の生活底上げ運動の取り組

みが進み、さらにリーマンショックを契機とす

る非情極まる相次ぐ派遣切りの強行にその労働

者たちの生活を広く支えようと労働組合と社会

運動団体、個人の連帯による新しい「派遣村運

動」が東京をはじめ全国各地で取り組まれていっ

た。大マスコミもこうした社会状況を取り上げ

報道し、社会的関心が大きく高まったことは周

知の通りである。

「派遣村運動」にたいする対応は、連合指導

部が一丸となった積極的なものではなく、派遣

労働を導入している民間大単産内部に異論、批

判を抱えて、社会的に公然と反対を明確にする

ことも出来ないことからの消極的なものであっ

た。これらも新たな連合運動と民間大単産運動

への批判が広がり、強まる結果をもたらしてい

る。

しかし、派遣労働者を中心とする非正規労働

者の組織化やその労働実態の告発、是正の闘い、

労働ビッグバンを阻止した労働団体の共同した

運動が、「規制緩和」政策に楔を打ち込み、政

府をして労働者派遣法の再規制の方向を検討さ

せる流れを生み出し、労働者派遣法の抜本的改

定に向けた新たな共同行動を発展させていくこ

ととなった。０８年１２月に学者、弁護士の呼

びかけによる実行委員会に各労働組合組織と野

党各党代表が参加して、以後、共同、統一した

再規制内容の要求作成、実現をめざす諸行動が

推進されていったのである。

この課題の取り組みをめぐっては、その後連

合内部に、業界の利益擁護に理解を示し、規制

強化に異論、批判を唱える言動が公然化し、そ

の影響で規制内容や運動をめぐる曲折が生じた

ことなどを経て、ようやく民主党政権下で不十

分ながら改定案がまとまり、現在国会に上程さ

れたままとなっている。一刻も早い法案成立を

めざす運動の統一体制は堅持されている。

以上のような流れのなかで、地方、地域で未

組織労働者の労働・生活相談活動を通して未組

織労働者を組織化する取り組みが労働組合のユ

ニオン運動や社会的運動団体の協力、共同によっ

て着実に進められ、「すべての労働者を視野に」

という運動路線や考え方が多くの労働組合の役

員や活動家のなかに広がり定着してきている。

このことは、労働組合運動の前進を示している。

３ 早房長治氏らの連合運動への新しい注文

連合評価委員会の活動に参加した何人かのメ
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ンバーが、６年後の２００９年の段階で連合運

動の現状に対して、共通して「不十分」という

認識を持ち一層の責任ある取り組みを求めてい

る。なかでも、地球市民ジャーナリスト工房代

表の早房長治氏は「今日、労働組合のリーダー

は、労働環境と労働組合自体を変革するため、

つねに守りの姿勢を捨て、勇気を持って変革に

取り組む“革新派”でなくてはならない」と注

文しているが、それらは連合運動に欠けている

もの、弱いものであり、私も基本的に賛同する

ものである。

それは、新たに▽世界がどのように動いてい

るのか、もっと熱心に厳密に学ぶべきである、

▽労働組合は、正規労働者のものだけではなく、

働く者、皆のものという認識を改めて徹底させ

る、▽活動する労働組合、しかも「見える労組」

にならなくてはならない、そのためにはストラ

イキなどの実力行使をためらってはならない、

街頭でのデモ行進なども、少なくとも欧米諸国

なみにおこなうべきである、▽１９７０年代か

ら顕著になった労使協調路線を見直し、労使の

利害がどこまで共通するか、異なるかについて

徹底的に洗い直し、協調路線を検討する、▽政

治活動を活発化し、民主党政権獲得後、労働保

護行政を強化することによって労働組合の力を

向上させる―の５項目を実践することを強く求

めている。

その他、こうした経過を経てきている連合運

動に対して周辺の運動家からは、「連合結成の

原点の“左翼イデオロギーの排除”の呪縛から

抜けきれない体質がある」とか、連合運動変革

の可能性として、新たな「競い合い」の構築と

して全労連等との「定期協議」の実現をという

問題提起も出されている。

４ 政権交代の実現と結成２０周年の連合運動

―古賀・南雲体制

以上のような社会情勢を背景に、２００９年

９月に歴史的な政権交代が実現し、連合第１１

回定期大会は、その直後の１０月８～９日に

「すべての働く者の連帯で希望と安心の社会を

作ろう」のスローガンを掲げて開催され、事務

局長から選出された古賀伸明氏が新連合会長に、

新事務局長には電力総連出身の南雲弘行氏が就

任した。

大会では、運動方針とは別に、「２０周年に

あたっての提言」と「連合が歩んだ２０年のふ

りかえり」という文書が提出された。

後者の文書の末尾には、「連合２１世紀ビジョ

ン」と連合評価委員会報告書をあげて「連合運

動は進化してきた」と自己評価しているが、連

合評価委員会が改革の中心課題とする「企業別

組合主義からの脱却」について、この６年間、

それを巡っての議論らしい議論をしない、議論

できない、ということで「企業別組合の壁」と

いう運動の基本的な自己改革を避ける纏め方を

して、結果的に「神棚」に祭り上げてしまった

という経過となっている。

評価委員会も「企業別組合主義」とは何かと

明確に定義をしていないが、提言全体から企業

別労働組合の政策とか運動に見られる「企業利

益、その産業利益優先主義とその下での労使協

調主義」のことであり、労働組合が自らの労働

基本権を行使して企業行動に労働者、国民のた

めにチェックを加えていこうとしない運動姿勢

をさしていると理解すべきもので、現存する企

業別労働組合という組織形態を産業別労働組合

へ転換させることを求めてはいない。企業別組

合主義という行動様式を克服することは、組合

民主主義を徹底した討議を通して実現させるな

らば困難なことではない、と思っている。労働

組合間の共同行動の積み重ねはそれを容易にす

る条件を生み出すのではないか。

民主党政権下の連合運動は、「政府、政党か

らの独立」という労働組合運動の原則が堅持さ

れず、追随路線が目立ち、新たな運動の危機を

生み出しているという現状である。

５ 民主党政権の参議院選挙、地方選挙敗北

―連合運動の政策的追随

連合は、これまでの自民党中心の政権下でも、

政労トップ会談の機会を特別に与えられていた

が、民主党政権が正式に発足してから、政府

（鳩山政権）と連合間で両者関係の在り方につ

いて、協議が行われ、新たに政府との政策協議

の枠組みが合意された。新たな枠組みは、連合

と政府での間に首相と会長による「政府・連合

トップ会談」（年３～４回開催）、「定期協議」

連合運動は「社会のバリケード」になれるか
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（官房長官・連合事務局長、月１回を目標に開

催）、「省庁別協議」（大臣、副大臣、政務官

の政務三役と連合・局長レベルによる政策協議、

各省ごとに随時開催）の三つの場である。

連合は、政府・連合トップ会談は「連合ニュー

ス」で簡単にその都度状況、概要が報告されて

おり（政権交代後、これまで５回開催）、その

他の場での状況は明らかにしていないが、とく

に「省庁別協議」は適時、双方自由往来の方法

で運用されているとのことで、ここで重要な政

策の基本的な政労調整がなされているのではな

いかといわれている。

民主党と連合の政策決定で大きな問題点は、

第１に、民主党が菅首相になって直ちに国民へ

の公約であるマニフェストにも掲げなかった国

民生活に関わる課題である消費税の引き上げ、

法人税引き下げ、「社会保障と税と財政との三

位一体改革」、ＴＰＰへの加盟、原発増設問題

などについて、党内において事前の民主的な議

論をすることなく、党代表、総理大臣などが国

民に公表するといった、責任ある政策決定のルー

ルを逸脱した方法をとっていることである。

第２に連合指導部が、政府の「国民生活第一」

のマニフェスト違反の政策転換に対して、菅首

相とのトップ会談などで厳しく批判、抗議し、

見直しを求めることもなく、事実上黙認して、

連合内での議論を広く行うこともなく中央執行

委員会レベルで容認、支持し、政府、民主党に

追随していることである。それらはほとんどが

民間大単産の政府支持の方針、意向に沿うもの

となっている。

民主党の政策に連合が追随する形になってい

るその政策の内容やその取り組みに労働者、国

民の理解、支持が得られるものとなっていない

ことは、菅内閣以降の政策への批判、失望が加

速し、支持率の急速な低下を招き、２０１０年

の参議院選挙、２０１１年４月の「統一地方選

挙」前・後半での民主党の惨敗がはっきりと示

したところである。

この結果には、連合運動が、民主党政権のマ

ニフェストからの逸脱、無視に対して労働者、

国民の要求を支持する立場に立ってから厳しく

批判し、是正を求めることをせず、容認してき

たことの責任は大きいといわねばならいであろ

う。このことは、連合運動が、労働組合の政府、

政党からの独立という原則が確立されていない

ことを示している。この原則は、厳しく堅持さ

れねばならない労働組合運動の原点なのである。

連合指導部は、菅政権が成立して以降、政府、

民主党内でも十分に論議されない消費税増税、

「社会保障、税、財政の一体改革」構想、ＴＰ

Ｐ早期加盟、原発新増設推進などについて、い

ずれも国民に大きな犠牲を強いる問題点を持つ

政策だったにも関わらず組織内で民主的、大衆

的に論議をすることなく基本的に受け入れてい

た。

２０１１年４月２５～２６日に政権交代後初

めて開催した連合の政策制度討論集会で、連合

本部が政府、民主党の政策を容認した原発の新

増設推進政策、ＴＰＰ早期加盟、一体改革構想

などに対して関係有力単産や地方組織から厳し

い批判、反対、見直しの意見や慎重論が相次い

で出されたことが報道されている。連合運動の

組合民主主義の軽視、無視と政策決定の不透明

性と国民的利益よりも企業・産業利益を優先さ

せる姿勢へ不満が高まっていることの反映であ

ろう。

連合は、労働組合中央組織と中央政府との民

主的で公正な労使関係を確立するためには、先

にみたような場を連合が独占するのではなく、

他の全国組織などの代表も参加する政策、要求

の協議、交渉システムの確立を重視すべきであ

り、その実現こそが日本の労働組合運動の発展

と民主主義の強化をもたらすことになる。連合

は、他の全国組織と協議し、その実現に努力を

すべきであろう。

６ 連合運動内の民間大企業労働組合の組織、

運営の民主的改革を

(1）企業別労働組合に関する中部産生研の調

査報告

連合運動が社会の求めに応えているかを考え

る場合、連合本部の方針、政策、運動指導につ

いて以上見てきたような基本的な路線とともに、

それに大きな影響力をもつ構成・加盟組織（下

部組織、基礎的な職場の組織を含めて）の問題

点を検討して見ることが必要になる。末端の組

織、運動に弱さ、問題があれば、それらが複合

して労働組合全体の力を削ぐことになるからで

連合運動は「社会のバリケード」になれるか
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ある。

職場を基礎単位とする企業別労働組合の場合

でも、組合員の意思を最大限に尊重する組合民

主主義に基づいて組織され、運営されて、活動

が展開されているかどうかが労働組合の強さ、

闘争力を決定的に左右するのである。

名古屋市にある中部産業・労働政策研究会

（中部産政研）の研究員で、法政大学大学院イ

ノベーションマネージメント研究科教授の藤村

博之氏が研究テーマ「より健全な労使関係に向

けた職場づくり」に関わる実態調査（２００８

～０９年実施）結果に基づいた論稿「日本の労

働組合―過去・現在・未来」を発表している。

この調査対象などの詳細は不明であるが、お

そらく連合運動傘下の民間産業の企業別労働組

合を対象にしたものと思われる。藤村氏は、そ

れらの民間産業では１９７０年代以降、労使協

議制を充実させ、安定的労使関係を築いてきた

が、その限界も早くから指摘されていたことか

ら、組織率の低下が進む状況下で２００８年か

ら２００９年に実態調査をおこなっている。そ

して、その結果から職場レベルの労使関係の実

態と課題を捉えたところ、職場役員や管理職の

間には全体的に見て労使関係は上手くいってい

るという認識があるものの、組合員の組合活動

に対する関心の低さ、職場会の活動の不十分さ、

活動水準の低下などが明らかになったとし、

「社会の変化に合わせて、日本の企業別組合も

活動スタイルを変えていくことが求められてい

ると言える」と厳しいコメンを下しているので

ある。基礎的な職場の組合組織は形骸化し、労

使関係なしの状況になっているということで、

これは連合運動にほぼ共通した職場状況といえ

よう。

藤村教授は、労働組合に関する幾つかの事実

として、歴史的に組織率が低下してきているが、

パートタイマー労働者の組織化は確実に進んで

いること、企業別組合の４分の３、組合員数の

９割が産業別組織に所属していること、ストラ

イキは激減を続け、２００９年の労働損失日数

は僅か７４９２日であり、ストライキを実行す

る技能の伝承が途絶えてしまっていること、１

９７０年代までに苦労して定着させた労使間の

意思疎通機関の労使協議制が１９９０年以降衰

退傾向にあることなどを指摘した上で、企業別

組合の組織上の課題として以下のことをあげて

いる。

①企業別労働組合の組合員が正社員に限られ、

雇用労働者の３分の１が有期契約（非正規）労

働者である現状では、「働く者の代表」とは言

えなくなっている。②労働者として横の連帯が

とりにくくなっている。③労組役員の経験が継

承されにくく（「素人化」の進行）、組合弱化

の１因になり、経営側と対等の交渉能力を発揮

できなくなっている。④労働組合の職場レベル

の活動水準が低下している。⑤企業のグループ

化のなかで、グループ労連、グループ労協の活

動の展開が求められている。

さらに職場レベルの労使関係の実態として、

①組合員の組合活動への関心が低く、職場会の

開催頻度が低く、所要時間が短いために十分な

議論がなされていない。出席状況も良くない。

②職場役員の選出方法は「前任者から頼まれた」、

「職場の上司に言われて役員になった」という

のが多く、その現実は、労組役員から管理職に

事前打診がり、管理職が同意して本人に伝えら

れている。③そのため職場役員の現場掌握力が

弱く、組合員とのコミュニケーションがとられ

ていない。④職場会に執行委員も余り出席して

いないなどという職場活動の空洞化を指摘して

いる。そして藤村氏は、最後に管理職と職場役

員との定期的な情報交換、管理職への職場の労

使関係づくりの教育、職場懇談会の開催頻度の

アップ、組合活動に組合への関心を高める活動

などを課題として提言している。

この組織と運動の空洞化状況を変えていくた

めには、これまでの３０数年の組合活動を全般

的に衰弱させるに至った組合運営を組合民主主

義の原則に立ったものに変えていく必要につい

て議論していくことが求められるが、そのため

に必要な基本的ことは以下のことであろう。紙

数の関係で、簡単にその主要な問題点のみを指

摘しておきたい。

(２） 民間大企業労働組合の組織、運営改革

の問題点

その１つは、労働組合の役員選挙制度を民主

的に改革し、あまりにも低い各レベルの組合役

員の資質、活動能力を高める教育、訓練を行う

ことが不可欠となっているということである。
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労働組合の役員選挙制度の在り方は、少なくと

も組合機関は、少数意見を反映できる公平、民

主的な選挙によって、選出、構成されるべきも

のとして、平等な選挙権・被選挙権の保障、適

正規模の選挙区の設定、完全な秘密投票の保障、

選挙活動の自由な拡大、制限連記制もしくは単

記制の採用、開票立会人の制度化、リコール権

の保障とその手続きなどが含まれる必要がある

ということである。

２つ目は、 組合民主主義に基づいて、職場

を重視し、全員参加の組合活動を活性化させる

ことである。

組合民主主義は、労働組合運動でなによりも

厳格に守られねばならない最高の原則とされ、

それは「多数決主義」ではなく、労働組合の主

権者である労働者がいっさい差別されることな

く組合活動に参加する権利を平等に保障され、

労働組合の活動と運営が組合員の民主的な大衆

討議によって形成される多数の意見に従って行

われるという原則のことである。組合民主主義

の徹底的実践こそ、労働組合の団結力と闘争力

の源泉なのである。

正規、非正規の従業員が一緒に働き、生活す

る職場で、全員を対象にした活動、職場の状態

の交流、多くの回数と時間をとった討論の開催、

職制との交渉、組合員の職場活動の自由の保障

などを重視し、実現させていくことが組合活動

強化、運動活力の基礎である。

３つ目は、こうした改革とともに、春闘をは

じめとする諸要求の実現の闘いのさいに労働基

本権の団体交渉権、ストライキ権などを積極的

に行使しない限り、労働組合の空洞化はさらに

進み、いざという時、役立たなくなることは必

定であるということである。

春闘において連合運動の一定の社会的存在感

を高めていくとすれば、組合民主主義の実践と

して、生活実態調査やアンケートを通して要求

の内容を大衆的に決定し、基本的権利である団

体交渉を積極的に行使して回答を引き出し、不

満の場合は、投票でストライキ権を確立し、そ

れを背景に団体交渉を継続し、満足な回答が出

ない場合はストライキを効果的に行使する。こ

の団交とストライキを有効適切に組み合わせな

がら上積み回答めざす。回答と闘争終結の大衆

討議を深め、全員投票で最終解決を図ることが

組合民主主義の実践である。春闘等における大

衆行動については、日本の労働組合運動は、以

前は実にたくさんの多種多様な取り組みを実践

して経験を積んでおり、それらから有効なもの

を選択し、実践することが必要であろう。

４つ目は、労働関係教育の徹底と社会的な街

頭、居住地域での宣伝活動を継続的に実施する

ということである。

労働者の権利の本質―闘いとられたもの、行

使しなければ守れないものという点―を多くの

闘いに関わり、その経験を知る法律家集団の協

力を得て徹底させるとともに、近年のローカル

ユニオンや社会的労働運動の工夫を凝らしたこ

の面での取り組みの経験から学ぶことが必要で

ある。とくに可視化された国民生活防衛の幅広

いデモ、集会その他の対政府、対自治体行動な

どの経験を積んだ労働組合組織や社会運動団体

などと協力し、駅頭、街頭における一般市民へ

のビラ、マイク、メガホンなどで効果的に知ら

せる宣伝活動、休日等を利用した住宅地でのこ

うした活動が継続的におこなわれていけば、一

般市民が活動する労働組合運動の存在を身近に

受け止め、組合観を変えて、運動への理解、協

力へと向かい、それがまた労働者の権利意識を

高めていくことに繋がることになろう。

おわりに 労働組合運動の持続的な協力、

共同で強固な「社会のバリケード」の構

築を

日本の労働組合運動が東日本大震災、原子力

発電所の大事故と放射能汚染の拡大という未曽

有の国家的な危機を克服し、新しい社会への転

換を成し遂げていく「社会のバリケード」とし

ての存在感を示し、引き続き広い社会的信頼感

を定着させるためには、多くの分野で日本社会

の転換をめざす取り組みの必要性が強調されて

いる今日、連合運動もそのための言説ではなく

運動の内実を発展的に示すことが求められてい

る。

連合運動のトップリーダーである古賀伸明現連

合会長の、２０１１年年頭の「社会のバリケー

ド」をめざして奮闘するという決意表明は、今

日の危機的な転換期においても共有出来る日本
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の労働組合運動全体の重要な進路、目標となる

ものである。

私は、連合指導部が、これまでの連合運動史

における一定の共同行動の歴史的経験、連合評

価委員会の諸提言、「すべての労働者のために」

という社会的労働運動から受け入れた教訓を含

めて、連合運動の歴史と現状を民主的な討論の

点検を通して、強固な「社会のバリケード」構

築の重要な一翼を担う労働組合組織として、と

くに反共主義の既成観念の枠を超えて、「共通

する労働組合運動の基本的な共通課題は、他の

労働組合組織や社会運動団体との共同行動の持

続的な取り組みを通して解決していく」という

新しい運動路線を確立することを改めて求める

ものである。このような運動路線の持続的な実

践の積み重ねが「社会のバリケード」としての

労働組合運動がわが国に構築されていくのであ

り、連合、全労連のいずれかのナショナルセン

ターだけで構築できるものではない。

先に書いたように、この大震災の危機下でも

連合と全労連、全労協などとの間で、接触、対

話、協力の関係もないなかで、何らかの連携を

実現するためには、労働問題、労働組合運動の

学者、研究者、法律家、ジャーナリスト、文化

人の各界有志が協力して、共同の関係を確立す

るための話し合いの場の設定を、関係組織に呼

びかけ、申し入れる取り組みが必要ではないか。

あるいは、共同呼びかけ人が、例えば、連合が

２０１０年１２月に『「働くことを軸とする安

心社会」にむけて～わが国が目指すべき社会像

の提言』という文書、また全労連が研究者集団

と協力して作成中の「労働と社会保障による

『福祉国家』をめざす」社会保障憲章と社会保

障基本法関係の文書などを素材として、大震災

と原発事故後の原子力を含む資源・エネルギー

政策の在り方の議論動向も加え、労働組合運動

が共同して追求すべき新しい社会像をめぐるシ

ンポジュームを開催し、自由闊達な議論の場と

することも今後の運動に有益な機会となろう。

新しい社会への転換と発展には、「社会のバ

リケード」としての強固な労働組合運動の構築

をめざした、すべての労働者、国民各層に支持

されたあらゆる労働組合組織の協力、共同の持

続的な運動が不可欠である。

日本の労働組合の組織率と全国組織の現状

①雇用労働者の労働組合への推定組織率は、

２０１０年は、雇用者数５、４４７万人に対し

て１８、７％、労働組合員数１０、１３８万人、

企業規模別では１０００人以上が４６、６％、

１００人～９９９人が１４、２％、２９人以下

～９９人が１、１％、パートタイム労働者総数

１、２９１万人で、組織率５、６％（組合員総

数７２、６千人）である。女性の組合員数は、

２９６、４万人で５年連続増加し、推定組織率

は、１２、８％である。

②主要労働団体別組合員数は、政府統計で、

連合６７３、２万人、全労連８６、９万人、全

労協１３、３万人となっているが、全労連は、

厚生労働省のこの数字について、年金者組合、

オブ加盟組合、ローカルユニオンなど地域組織

直加盟組合員をカウントしていないとして調査

集計方法の抜本的改善を求めており、これらを

カウントすると１１９、５万人としている。

両ナショナルセンターの加盟、構成組織は、

連合（５２組合）が官・民ともに金属労協やＵ

Ｉゼンセン同盟、自治労、日教組など大規模単

産が中心となっている（組合員１万人以上の単

産は、３８）のに対して、全労連（２０組合）

は、国公労連、自治労連、全教、日本医労連等

の公務公共関係単産が中心をなし、（組合員１

万人以上の単産は、９）中小規模の民間単産と

都道府県の地域組織が加盟しているところに特

徴がある。なお全労協（５組合＋α）の組合員

１万人以上の加盟単産と組織は、国労と都労連

の２つである。
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